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 私立学校法の一部を改正する法律等の施行について（通知） 

 

 

このたび，別添のとおり，「私立学校法の一部を改正する法律（令和５年法律第 21号）」

（以下「改正法」という。）が令和５年５月８日に公布され，また，これに伴い，「私立

学校法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（令和６年政令

第 209号）」（以下「改正政令」という。）及び「私立学校法施行規則の一部を改正する省

令（令和６年文部科学省令第 21号）」（以下「改正省令」という。）が令和６年６月 14日

に公布され，一部の規定を除きそれぞれ令和７年４月１日から施行されます。 

改正の趣旨，概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので，十分に御了知いただ

くようお願いします。また，各都道府県知事におかれては，運用に当たって遺漏のない

ようにお取り計らいいただくとともに，所轄の学校法人及び私立学校法（昭和 24年法律

第 270号）第 64条第４項の法人（以下「準学校法人」という。）に対して周知されるよ

うお願いします。 

 

記 

 

第一 改正の趣旨 

今回の改正は，我が国の公教育を支える私立学校が，社会の信頼を得て一層発展し

ていくために，社会の要請に応え得る実効性のあるガバナンス改革を推進するための

制度改正であり，幅広い関係者の意見の反映，逸脱した業務執行の防止等を図るため，

「執行と監視・監督の役割の明確化・分離」の考え方に基づきつつ，私立学校の特性

に応じた形で「建設的な協働と相互けん制」を確立することができるよう，理事・理

事会，監事及び評議員・評議員会の権限分配を整理する等の所要の改正を行ったもの

である。 

 

第二 私立学校法の一部改正の概要 

殿 



 

 

  上記の趣旨を実現するため，理事，監事，評議員及び会計監査人の資格，選任及び

解任の手続等並びに理事会及び評議員会の職務及び運営等の学校法人（準学校法人を

含む。以下同じ。）の管理運営制度に関する規定を整備したほか，損害賠償責任等，会

計並びに計算書類等及び財産目録等，寄附行為の変更，解散及び清算並びに合併，情

報の公表，訴訟等，大臣所轄学校法人等の特例並びに理事等の特別背任罪等の罰則等

に関する規定の整備を行ったこと。より具体的な改正内容については別添３を参照さ

れたい。 

 

第三 私立学校法施行令等の一部改正の概要 

情報通信の技術を利用する方法による評議員会の招集通知の発出に関する手続，大

臣所轄学校法人等の基準，常勤の監事の選定の特例の適用に関する基準等に関する規

定の整備を行ったこと。より具体的な改正内容については別添６を参照されたい。 

 

第四 私立学校法施行規則の一部改正の概要 

子法人の定義，特別な利害関係，評議員会の決議を要しない寄附行為の軽微な変更，

所轄庁への届出，学校法人の業務の適正を確保するための体制，理事会・評議員会の

議事録の作成方法，監査報告・会計監査報告・事業報告書の作成方法，計算書類・事

業報告書等の監査の方法等に関する規定の整備を行ったこと。より具体的な改正内容

については別添８を参照されたい。 

 

第五 留意事項 

１．理事，監事及び評議員等について 

(1) 理事の選任について 

① 理事の選任は理事選任機関が行うこととなること。（改正法による改正後の

私立学校法（以下「改正私立学校法」という。）第 30条第１項関係） 

② 理事選任機関の構成等は寄附行為に委ねられていることから，評議員会を理

事選任機関とすることをはじめ，各学校法人で様々な定めとすることが可能で

あるが，理事の選任は評議員会の監視・監督機能を定期的に発揮させる重要な

手段であることを踏まえ，理事選任機関に評議員を含めるなどの工夫により，

理事会からの中立性を確保することが望ましいこと。（改正私立学校法第 29条

関係） 

(2) 監事の選任及び職務等について 

  ① 監事の選任は評議員会の決議によって行うこととなること。（改正私立学校

法第 45条第１項関係） 

② 監事の職務等として，新たに次に掲げるものが加わること。 

・その職務を行うため必要があるときは，学校法人の子法人に対して事業の報

告を求め，又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる

こと。（改正私立学校法第 53条第２項関係） 



 

 

・理事が評議員会に提出しようとする議案，書類等について調査しなければな

らないこと。（改正私立学校法第 54条関係） 

・理事会に加え，評議員会に出席し，必要があると認めるときは，意見を述べ

なければならないこと。（改正私立学校法第 55条関係） 

(3) 評議員の選任について 

評議員の選任方法は各学校法人の寄附行為に委ねられるところ，多様な主体が

評議員会に参画することの重要性に鑑み，各学校法人の規模や特性に応じて，教

職員，卒業生，保護者，地域住民，有識者などバランスの取れた多様な構成とす

ることが望ましいこと。（改正私立学校法第 61条第１項及び第２項関係） 

(4) 理事，監事及び評議員の資格及び構成について 

理事，監事及び評議員の資格及び構成について，次に掲げるものをはじめ新た

な要件が加わること。なお，改正法の施行の際現に在任するこれらの者について

は，令和７年度に開催される定時評議員会の終結の時までは経過措置（改正法附

則第２条第１項）が適用されることから，新たな要件の適用は，基本的に当該定

時評議員会の終結の時以後となること。 

① 理事は評議員を兼ねることができない。（改正私立学校法第 31条第３項関係） 

② 理事は，他の二人以上の理事，一人以上の監事又は二人以上の評議員と特別

利害関係（一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係その

他特別な利害関係として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。）を有す

るものであってはならない。（改正私立学校法第 31条第６項関係） 

③ 他の理事のいずれかと特別利害関係を有する理事の数は，理事の総数の三分

の一を超えてはならない。（改正私立学校法第 31条第７項関係） 

④ 監事は，他の監事又は二人以上の評議員と特別利害関係を有するものであっ

てはならない。（改正私立学校法第 46条第３項関係） 

⑤ 評議員は，他の二人以上の評議員と特別利害関係を有するものであってはな

らない。（改正私立学校法第 62条第４項関係） 

⑥ 当該学校法人の職員である評議員の数は，評議員の総数の三分の一を超えて

はならない。（改正私立学校法第 62条第５項第１号関係） 

⑦ 理事又は理事会が選任する評議員の数は，評議員の総数の二分の一を超えて

はならない。（改正私立学校法第 62条第５項第２号関係） 

⑧ 役員又は他の評議員のいずれかと特別利害関係を有する者並びに子法人役

員及び子法人に使用される者である評議員の数の合計が評議員の総数の六分

の一を超えてはならない。（改正私立学校法第 62条第５項第３号関係） 

(5) 理事，監事，評議員及び会計監査人の任期の終期について 

   令和７年４月１日以後に選任される理事，監事，評議員及び会計監査人の任期

は，いずれかの年度の定時評議員会の終結の時までとなること。（改正私立学校法

第 32条第１項，第 47条第１項，第 63条第１項及び第 82条第１項関係） 

(6) 改正法の施行の際現に在任する理事，監事及び評議員の任期について 



 

 

① 経過措置について 

改正法の施行の際現に在任する理事，監事又は評議員である者の任期は，次

のいずれか早い方となること。ただし，改正私立学校法における理事，監事及

び評議員の資格及び構成に関する要件を満たさない者については，令和７年度

に開催される定時評議員会の終結の時以後は理事，監事又は評議員であり続け

ることはできないこと。（改正法附則第２条第１項及び第３条関係） 

    ・現在の任期が満了する日 

    ・令和９年度に開催される定時評議員会の終結の時 

② 任期の延長及び短縮について 

理事，監事及び評議員の資格及び構成の要件について，経過措置（改正法附

則第２条第１項）の適用は令和７年度に開催される定時評議員会の終結の時ま

でであり，それ以後は当該資格及び構成の要件が変更となることから，これら

の者の任期の終期が改正法の施行の日や令和７年度に開催される定時評議員

会と近接している場合などにおいては，当該定時評議員会の終結の時に理事，

監事及び評議員の選解任を行うことによって，新制度への移行を円滑に行うこ

とも考えられる。このため，必要に応じ，寄附行為に附則を設けるなどにより，

改正法の施行の際現に在任する理事，監事又は評議員である者の任期について，

令和７年度に開催される定時評議員会の終結の時などがその終期となるよう，

延長又は短縮することが考えられること。 

 

２．会計並びに計算書類等及び財産目録等について 

(1) 作成する書類について 

学校法人会計基準（昭和 46年文部省令第 18号）に従い，会計処理を行い，会

計帳簿，計算関係書類（計算書類（貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。）

及びその附属明細書をいう。以下同じ。）及び財産目録を作成すること。（改正私

立学校法第 101条～第 103条及び第 107条関係） 

(2) 計算書類等及び財産目録の閲覧及び公表について 

改正私立学校法第 103条第２項，第 106条及び第 107条に基づき作成及び閲覧

に供する計算書類等（計算書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書をいう。

以下同じ。）及び財産目録と，改正私立学校法第 137 条第２号及び第 151 条第２

号の規定により公表する計算書類等及び財産目録の内容は同一のものであるこ

と。なお，改正私立学校法第 19条第３項に規定する収益事業に係る計算書類につ

いても，閲覧及び公表の対象となるものであること。（改正私立学校法第 103条，

第 106条，第 107条，第 137条及び第 151条関係） 

(3) 監査について 

① 会計監査人を設置しない学校法人においては，計算書類等及び財産目録につ

いて，監事の監査を受けること。（改正私立学校法第 104条第１項関係） 

② 会計監査人を置く学校法人においては，計算関係書類及び財産目録（貸借対



 

 

照表に対応する項目に限る。）について，会計監査人の監査を受けること。この

場合において，会計監査人の監査の方法及び結果の相当性並びに会計監査人の

職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項につ

いて，監事の監査を受けること。（改正私立学校法第 104条第２項及び改正省令

による改正後の私立学校法施行規則（昭和 25 年文部科学省令第 12 号）（以下

「改正私立学校法施行規則」という。）第 35条関係） 

③ 私立学校振興助成法（昭和 50年法律第 61号）が改正され，改正法による改

正後の私立学校振興助成法第４条第１項又は第９条に規定する補助金の交付

を受ける学校法人のうち，会計監査人を置く学校法人においては，その終了し

た会計年度に係る計算関係書類及び当該会計年度の翌会計年度の収支予算書

に，改正私立学校法第 86 条第２項に規定する会計監査人の監査報告書を添付

すること（補助金の額が少額である場合において所轄庁の許可を受けたときを

除く。）。（改正法による改正後の私立学校振興助成法第 14条第４項関係） 

(4) 経過措置について 

会計帳簿並びに計算書類等及び財産目録の作成及び閲覧並びに公表に関する

改正私立学校法の規定は，令和７年度以後の事業年度に係る会計帳簿並びに計算

書類等及び財産目録について適用すること。また，令和６年度に係る財産目録，

計算書類及び事業報告書の作成及び閲覧並びに公表については，「私立学校法の

一部を改正する法律等の施行に伴う財務情報の公開等について（通知）」（平成 16

年７月 23日 16文科高第 304号）及び「学校教育法等の一部を改正する法律の施

行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令等の施行について（通知）」

（令和元年９月 27 日元文科高第 518 号）において定めた様式参考例を参考とさ

れたいこと。（改正法附則第４条関係） 

 

３．大臣所轄学校法人等について 

(1) 大臣所轄学校法人等の基準について 

文部科学大臣が所轄庁である学校法人のほか，それ以外の学校法人で次の①及

び②のいずれにも該当するものは，改正私立学校法第 143条に規定する大臣所轄

学校法人等（以下単に「大臣所轄学校法人等」という。）に該当することになり，

会計監査人を置かなければならないことをはじめとする改正私立学校法第４章

に規定する特例が適用されることとなること。（改正私立学校法第４章，改正政令

による改正後の私立学校法施行令（昭和 25 年政令第 31号）（以下「改正私立学校

法施行令」という。）第３条及び第５条並びに改正私立学校法施行規則第 52条及

び第 53条関係） 

① 事業の規模に関する基準として，次のいずれかに該当すること。 

・最終会計年度に係る収支計算書に基づいて計算した経常的な収益の額が 10

億円以上であること。 

  ・最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が 20 億円



 

 

以上であること。 

② 事業を行う区域に関する基準として，次のいずれかに該当すること。 

・３以上の都道府県の区域内に私立学校，私立専修学校又は私立各種学校を設

置していること。 

・学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 54 条第３項に規定する広域の通信

制の課程を置く私立高等学校（私立中等教育学校の後期課程を含む。）を設置

していること。 

(2) 会計監査人の設置時期について 

大臣所轄学校法人等は，令和７年度に開催される定時評議員会の終結の時以後

は，会計監査人を置かなければならないこと。 

(3) 評議員会の決議が必要となる寄附行為の変更の範囲について 

大臣所轄学校法人等において評議員会の決議が必要となる寄附行為の変更に

関し，当該決議を要しない軽微な変更を定めたこと。これにより，大臣所轄学校

法人等においては，次に掲げる事項に関する寄附行為の変更には，評議員会の決

議を要することとなること。（改正私立学校法第 150 条及び改正私立学校法施行

規則第 54条関係） 

① 目的 

② 名称 

③ 設置する私立学校や学部等の名称等（届出事項を除く。） 

④ 理事の定数，任期，選解任，理事長の選定等 

⑤ 監事の定数，任期，選解任等 

⑥ 評議員の定数，任期，選解任等 

⑦ 理事会及び評議員会の決議 

⑧ 理事選任機関の構成，運営等 

⑨ 収益事業の種類等 

⑩ 解散 

⑪ 寄附行為の変更 

(4) 常勤の監事の選定の特例の適用に関する基準について 

令和７年度に開催される定時評議員会の終結の時以後は，大臣所轄学校法人等

のうち，次の①又は②のいずれかに該当するものは，常勤の監事を定めなければ

ならないこと。（改正私立学校法第 145条第１項，改正私立学校法施行令第４条及

び第５条並びに改正私立学校法施行規則第 52条関係） 

① 最終会計年度に係る収支計算書に基づいて計算した経常的な収益の額が 100

億円以上であること。 

② 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が 200億円

以上であること。 

 

４．附帯決議について 



 

 

改正法に係る国会における審議において，別添９のとおり附帯決議がなされてい

るところ，各学校法人及び各都道府県においては十分に留意されたいこと。 

 

５．改正法等の施行に向けた準備について 

(1) 全ての学校法人において，寄附行為の変更をはじめ，改正私立学校法に適合す

るための対応が必要になることから，各学校法人においては，所轄庁が定めるス

ケジュールに従い適切に対応されたいこと。 

(2) 各都道府県においては，所轄の学校法人が改正私立学校法を踏まえ，寄附行為

の変更をはじめとした適切な対応を行うことができるよう，寄附行為作成例の作

成や所轄の学校法人向けの説明会の開催など，必要な対応を実施されたいこと。 

(3) 改正私立学校法の規定の趣旨や解釈等については，文部科学省ホームページ

(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/mext_00001.html)において

資料等を掲載しており，その内容は定期的に更新しているので，各都道府県及び

各学校法人においては適宜参照されたいこと。また，改正法に関する不明点があ

る場合には，同ホームページに掲載している専用問い合わせフォームから問い合

わせられたいこと。 

(4) 改正法により，学校法人会計基準がステークホルダーへの情報開示を主な目的

とする基準として私立学校法に位置づけられることとなったことから，その内容

の改正を予定していること。その改正については追って通知する予定であるが，

改正の方向性や様式イメージについては，文部科学省ホームページ

(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/126/mext_00029.html)

において掲載している「学校法人会計基準の在り方に関する検討会報告書」を適

宜参照されたいこと。 

 

６．その他 

(1) 所轄する学校法人に関する情報の管理について 

今回の改正により学校法人の台帳の調製及び保存等に関する規定が削除され

るが，各都道府県においては，それぞれの公文書管理条例等に基づき，引き続き，

所轄する学校法人に関する情報を適切に管理されたいこと。また，学校法人の所

轄庁に異動を生じた場合には，新所轄庁への情報の引き継ぎ等に遺漏なきよう対

応されたいこと。 

(2) アナログ規制の見直しについて 

「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」（令和４年６月３日デジ

タル臨時行政調査会）においてアナログ規制の見直しを実施することとされ，「デ

ジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」（2022 年 12 月 21 日

デジタル臨時行政調査会）が作成されたことに基づき，以下２点について整理し

たので，遺漏無きよう対応されたいこと。 

① 改正私立学校法第 135条第３項第２号の「資料の閲覧」については，近年の



 

 

急速なデジタル技術の進展の状況を踏まえ，閲覧者の利便性の向上の観点から，

オンライン上で行うことを基本とすること。 

② 改正私立学校法第 136条第１項の「報告」及び「検査」については，事務所

等に実際に立ち入って実施するほか，高精度カメラやオンライン会議システム

等のデジタル技術を活用して実施することも可能であること。デジタル技術を

活用した方法により立入検査を行う際にも，オンライン会議システムの画面越

しに，関係者に対して職員証を提示するなどの対応をすること。なお，今般の

改正でその解釈を変えたものではなく，従前から以上のような運用が可能であ

った旨申し添える。 
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